
 

 

 

 

 

 

                                  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

18 次ものづくり補助金公募のお知らせ 

「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」（18 次締切）について、令和 6 年 1 月 31 日（水）から 3 月

27日（水）まで公募が開始されましたので、お知らせします。 

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（ものづくり補助金）は、中小企業等が行う、革新的な製品・サ

ービスの開発、生産プロセス等省力化に必要な設備投資等の取組を支援するものです。 

〈お問合せ〉 

加東市商工会 経営支援課  

TEL:0795-42-0253 

かとう知っとこ情報（第 117版） 

ホームページ・Instagram・Facebook でも情報発信中！ 
発行日：令和 6年 2月 22 日 
発 行：加 東 市 商 工 会 



 

 

 

 

                                                     

                                       

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                                                                    

 

                                                                                                         

                                                                                                  

                                            

 

 

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                                     

                                                                                                    

                                                                                                

 

                                          

   

 

 

 

 

 

 

                        

                                       

 

 

令和 6年能登半島地震 
災害義援金 募集！ 

電子帳簿保存法について 

インボイス発行事業者の小規模事業者に対する軽減措置２割特例について 

2 割特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった事業者に
適用される特例です。以下のいずれかの該当する場合には、2 割特例は適用出来ません。 
 
1. インボイス発行業者でない課税事業者。 
2. 以下に掲げる場合などインボイス制度に関係なく課税業者となる者 

●基準期間における課税売上が 1,000 万円を超える事業者。 
●資本金 1,000 万円以上の新設法人。 
●本則課税で高額特定資産（1,000 万円以上が対象）を取得した場合。 
●課税期間を 1 ヶ月又は 3 ヶ月短縮している特例の適用を受けている場合。 
 

【詳しくは】 

２ 割 特 例  特 設 ペ ー ジ     

（ 個 人 事 業 者 向 け ） ｜        

国税庁 (nta.go.jp) 

電子帳簿保存法は、税務関係帳簿書類のデータ

保存を可能とする法律で、同法に基づく各種制度を

利用することで、経理のデジタル化が図れます。 

 また、取引に関する書類に通常記載される情報

（取引情報）を含む電子データをやりとりした場合

の、当該データに関する保存義務やその保存方法

等についても同法より定められているので、所得税

法・法人税法上の保存義務者となる方は、特に「電

子取引」についてご確認ください。 

 

電子帳簿保存法に関する情報は 
国税庁ホームページに掲載され  
ています。 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_2tokurei.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_2tokurei.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_2tokurei.htm

